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（仮称）上大岡Ｃ北地区第一種市街地再開発事業 

環境影響評価方法書に関する指摘事項等一覧 

 

※表中のアンダーラインの部分は、前回（第 14 回）審査会における追加の指摘事項等を示しています。 

■事業計画について 

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-1-1 

「自然換気システム」という文言が

ありますが、どういう形で計画上盛

り込んでいるか中身を教えていた

だきたいです。 

［12/５審査会］ 

自然換気システムの検討につい

てはこれからになりますが、機械

換気のみに頼らず、自然換気もで

きるようなことを検討していきた

いと考えています。 

［12/５審査会］ 

補足資料１で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

A—1-2 

これから検討ということだった

のですが、断面図等が今出てきてい

ますので、建物全体の計画の中では

少しもう既に考えられているので

はないかと思って質問しました。 

［12/５審査会］ 

建物の計画はまだまだこれから

でして、具体的にどこにというと

ころまでの検討には至っていませ

ん。 

［12/５審査会］ 

A-2-1 

太陽光のみ創エネルギーがあり

ますが、規模的にも大きくて共同住

宅ということになると、在宅避難の

ような形が主になると思われます

が、蓄電とかそういった機能につい

ては考えがあるかお伺いしたいで

す。 

［12/５審査会］ 

蓄電につきまして、こちらの検

討もこれからになりますが、御指

摘のとおり、災害時等々に対応で

きるような蓄電機能を検討してい

きたいと考えています。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 

A-2-2 

【指摘事項等説明時の質問】 

指摘事項等一覧の A-2-1 の回答

は「蓄電については今後検討」とな

っていて、取扱いが説明済となって

います。これは今後蓄電などに関し

て説明があるのか、それとも説明済

としてこれに関してはもう一切扱

われないということになるのか、確

認させていただきたいと思いまし

た。 

［１/23 審査会］ 

【事務局が回答】 

事務局としましては、方法書段

階の検討ではこのような内容とな

っていると考えています。今後、

準備書の段階で、事業計画の深度

化が図られるところがありますの

で、蓄電の取扱いについてもそち

らの方で事業者から説明があるも

のと考えております。 

［１/23 審査会］ 

説明済 

［１/23 審査会］ 

A-3-1 

「(2.4.1)省エネルギー計画」

に、「壁面の外皮熱性能の向上」と

あり、これが具体で何を指している

のかお伺いしたいです。単純に断熱

性能を上げるということなのか、

「高性能 Low-E ガラス等」というよ

うな（熱）負荷削減ということにな

っていますが、こことの違いが何を

指しているかということをお伺い

したいです。 

［12/５審査会］ 

外壁の外皮熱性能の向上とその

ガラスのこととの違いということ

でよろしいでしょうか。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-3-2 

「外皮熱性能の向上」が何を指し

ているのかということをお聞きし

たいです。単純に断熱性能のことな

のかどうかということです。 

［12/５審査会］ 

断熱性能のことです。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 

A-4-1 

文化交流施設というものがあっ

て、避難空間としてこの文化交流施

設のような場所も活用の可能性を

検討された方が良いのではないか

と思った次第なのですが、いかがで

しょうか。 

［12/５審査会］ 

文化交流施設を避難場所として

使うかどうかにつきましては、こ

れから検討してまいりたいと思い

ます。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 

A-5-1 

鳥とか虫が集まれる緑化をする

ということが大前提にあると思い

ますが、餌がなくなる厳冬期に実が

熟すとそこに集中的に鳥がいっぱ

い集まる場合があります。そのよう

な樹種を避けるとか、特に駅前周辺

は、ハクセキレイやスズメ、ムクド

リのねぐらができやすく、上大岡駅

の周りで、そのようなねぐらがある

かどうか、情報としてヒアリングし

ておいた方がいいと思います。その

上でそのような鳥が集まってこな

いようなことを考えないといけな

い。 

実際にねぐらができてしまうと、

それを防ぐために防鳥ネットの設

置や枝を剪定して丸坊主にする、突

起物を設置するなどの対策が必要

となり、景観がめちゃくちゃになっ

てしまうので、あらかじめそのよう

なことがないように工夫するとい

った回答の方が良かったと思いま

した。 

［２/17 審査会］ 

（鳥類及び昆虫類が）集中的に

集まるような樹種であったり、特

定の期間に鳥が集まるようなもの

みたいなところについては、今後

検討させていただき、準備書であ

ったり、今後皆様に周知していく

タイミングでは、そういった表記

に改めさせていただきたいと思い

ます。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

A-5-2 

今後もこのような質問（意見書の

内容及び事業者の見解 資料 22 ペ

ージの意見書 No.13-6）が来るかも

しれないので、その場合には、特定

の時期に（鳥類が）集中するような

樹種を避けるとか、桜等を植えると

モンクロシャチホコといった秋に

大発生するようなものもいるので、

そのようなものがつかないような

樹種を選ぶとか、年間を通すと鳥も

虫も来るが、ある時期、特定の時期

に集中するような樹種は避けます

といった言い方がこのような質問

に対してはできるかと思いますの

で、御検討いただきたい。 

［２/17 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-6-1 

今回の計画では、既に帰宅困難者

対策まで検討されているようなお

話が先ほどの御説明にあったかと

思います。 

これは大変良いことだと思うの

ですが、実際どの程度の帰宅困難者

の数を想定されたのかといったよ

うなことは、既に何か検討済みです

か。 

［２/17 審査会］ 

東日本大震災のときに、上大岡

駅周辺に帰宅困難者の方がいらっ

しゃったという話は聞いておりま

す。数も含めて確認して、検討を

進めていきたいと思います。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

A-6-2 

例えば東日本大震災のときの帰

宅困難者の数の事例とか、そういっ

た参考になるものはあると思いま

す。そういったものを参考にします

という回答でも全然構わないです。

検討されているということであれ

ば、実際（災害が）起きてみたら、

（帰宅困難者が）入りきらなかった

ということをぜひ避けていただき

たい。 

［２/17 審査会］ 

 

 

■環境影響評価項目について  

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

0 全般     

1 温室効果ガス     

2 生物・生態系     

3 緑地     
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 水循環 

4-1-1 

方法書の 143 ページに水循環を

選定しない理由として「山留壁を不

透水層まで設置するので地下水へ

の影響は軽減されて、評価項目から

外す」という内容が掲げてありま

す。山留壁は、どちらかというと周

辺環境への影響というよりも工事

の安全性とか作業性といった視点

で行われる工事なのですが、この山

留壁を不透水層まで設けることに

よって、この事業箇所の周辺の井戸

の地下水に対する影響も出てくる

のではないかと思います。 

先ほど（評価項目の）緑地の調査

地域は半径500ｍで調査をされると

いう説明がありましたが、地下水の

場合もやはり数百ｍの調査をしな

いとその影響は完全に把握できま

せんので、同じぐらいの範囲で調査

が必要だと思います。 

おそらくその区域の中には、井戸

があるのではないかと思うのです。

飲料水としては必ずしも利用して

いなくても、例えば災害用の井戸が

あるかもしれません。その井戸の有

無と、その井戸の地下水への影響等

については、どういう観点から評価

項目としてしなくて良いという判

断をしているのかをお聞きしたい

です。 

［12/５審査会］ 

計画地内の井戸につきまして

は、方法書の第３章でいろいろ既

存資料等を当たっていますが、計

画地内に井戸があるというのは

確認できていません。 

そして（水循環を）項目選定し

ないに至った考えですが、山留壁

設置することで工事の安全性確

保というのはもちろんなのです

が、外から地下水が計画地内に流

れてこないように山留壁を打ち

ますので、周辺の地下水が計画地

に流れ込んできてしまうことに

よって、周辺地下水位が下がると

いったような影響は防げるかと

考えております。そこで、そうい

った周辺の地下水の循環に関す

る影響は軽減していくものと考

え、今回の非選定とさせていただ

いたという次第です。 

［12/５審査会］ 

 

補足資料２で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

 

4-1-2 

事業区域からどれぐらいの範囲

で井戸の調査したのですか。 

［12/５審査会］ 

既存資料調査の範囲が計画地

から周囲 3.5ｋｍの範囲なので、

そこの範囲内は全般的に資料で

当たっています。 

［12/５審査会］ 

補足資料２で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

 

4-1-3 

井戸の存在はなさそうだという

ことですか。 

［12/５審査会］ 

計画地内については存在しな

いと考えています。 

［12/５審査会］ 

4-1-4 
重要なのは計画地の周辺です。 

［12/５審査会］ 
― 

4-1-5 

（資料調査により）いくつかの地

下水位を調査していただいたとこ

ろ、大岡川に向けて、東から西に流

れていくような地下水流であろう

ということ、災害用井戸が数箇所あ

り、いずれも上流側に位置している

ということ、（対象事業実施区域か

ら）80m のところにある災害用井戸

が一番近く上流側であるというこ

とが説明されました。新たな情報と

して得られたので良いと思います。 

［１/23 審査会］ 

― 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 水循環 

4-2-1 

山留壁というのは、どういう工法

を使われるのか分かりませんが、こ

の工事の終了後は撤去されるもの

ですか、それともそのまま残るもの

ですか。 

［12/５審査会］ 

工法も含めて、山留壁を工事が

終わってから撤去するかどうか

も今後の検討になりますので、今

はお示しできない状況です。 

［12/５審査会］ 

補足資料３で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

 

4-2-2 

撤去する場合でも工事中の影響

は考えられますし、そのまま残す場

合は工事終了後もずっと残ること

になりますので、影響が出てくるの

ではないかという懸念が残ります。 

［12/５審査会］ 

― 

4-3-1 

地盤は「地下構造物の建設に伴う

地下掘削を行うので地盤への影響

があるのではないか」ということで

評価項目になっているのですが、こ

の地下掘削及び山留壁の工事によ

って地下水位への影響も同様にあ

るのではないかということも考え

られますので、もし（水循環を）評

価項目にしないのであれば、十分説

得力のある理由を書く（ことを）き

ちんと考えていただきたいと思い

ます。 

［12/５審査会］ 

― 

補足資料２で 

説明実施 

［１/23 審査会］ 

 

補足資料８で 

説明済 

［２/17 審査会］ 

4-4-1 

補足資料２の事業者の見解で、下

から６～７行目に「災害応急用井戸

は地下水の上流側に位置している」

ということで、「本事業の実施によ

り地下水位が著しく低下すること

はないと想定している」とあります

が、これは逆で、上流側ですので、

地下水位が低下ではなくて上昇す

る可能性があるので一般的に調査

するわけです。この場合、「地下水

位が著しく上昇することはないと

想定している」とするべきです。 

［１/23 審査会］ 

― 

補足資料８で 

説明済 

［２/17 審査会］ 

4-5-1 

（現況確認のため）下流側にあた

る対象事業実施区域と大岡川の間

に挟まれたところには、建物はあり

ましたか。 

［１/23 審査会］ 

対象事業実施区域と川の間に

建物が数軒あります。 

［１/23 審査会］ 

説明済 

［１/23 審査会］ 

4-6-1 

地盤を評価項目として選定して

いるのであれば、いずれにしても地

下水位の低下がどの程度なのか検

討しなくてはいけませんので、あえ

て水循環の地下水位を外す必要は

ないのではないかと思います。むし

ろ項目選定された方が、つじつまが

合う気がします。作業は同じなので

はないかと思いますので、そこをし

っかりとどう評価していくかとい

うことを検討してほしいと思いま

す。 

［１/23 審査会］ 

今回いただいた意見も参考に

させていただきながら、確かに地

盤沈下は評価項目として選定し

ていますので、水循環の地下水位

の方も選ぶかどうか検討させて

いただきます。 

［１/23 審査会］ 

補足資料８で 

説明済 

［２/17 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 水循環 

4-6-2 

（補足資料８について）対象事業

実施区域内や、その周辺にも既存の

地下躯体があって、本事業による地

下水流の新たな流動阻害は小さい

だろうと想定されるため、水循環と

しての地下水については評価項目

から外すという説明にしていただ

ければ非常に分かりやすく納得が

いきやすいです。 

［２/17 審査会］ 

説明が分かりにくいというこ

とで、読み取っていただいたとお

りではあります。もう少し分かり

やすいように、選定しない理由の

ところには準備書で記載をして

いきたいと思います。 

［２/17 審査会］ 

説明実施 

［２/17 審査会］ 

 

補足資料９で 

本日説明 

4-6-3 

私としては理解できました。少な

くとも補足説明８にありました事

業者の見解の前半部分は準備書の

方にしっかりと記載していただき

たいと思います。 

［２/17 審査会］ 

4-7-1 

補足資料８の６ページの「掘削区

域の周囲に止水性の高い山留壁等

を不透水層まで設置」との記載につ

いても、山留め壁の設置深さや周辺

地盤の透水性が示されていないた

め、記述の妥当性を判断するのは困

難です。実際には完全な不透水層は

存在せず、粘土地盤のような透水性

の低い層や、砂礫地盤のような透水

性の高い層など、相対的な違いがあ

るため、「不透水層まで設置」とい

う表現の信頼性を確認するには、具

体的な地層構成を示していただく

必要があります。 

［２/17 審査会後の送付意見］ 

― 

補足資料９で 

本日説明 

5 廃棄物・ 

建設発生土 
5-1-1 

一般廃棄物について、予測時期と

して「供用を開始し、事業活動が定

常の状態になる時期」ということな

のですが、産業廃棄物はそれで良い

として一般廃棄物、特に人が生活す

るときに出てくる一般ごみに関し

て言えば、建物の規模を見ると住戸

数が 595 戸と結構な数の方が入居

されるわけですから、ある程度事前

に予測をした上で、供用開始時から

一般ごみが溢れないようにきちん

と収集とかそういった対策を立て

ておかないと、生活に支障を来すの

ではないかということを不安にな

ったのですが、その辺はいかがでし

ょうか。 

［12/５審査会］ 

全てお店などの稼働が始まっ

て、かつ住戸に人が入った状態を

予測する想定をしています。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 



この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱いにご注意願います。 
 

  7  

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

5 廃棄物・ 

建設発生土 

5-2-1 

方法書の 21 ページ「2.3.10 廃

棄物（処理）計画」の最初の段落に

「計画建築物高層部の共同住宅か

ら発生する一般廃棄物は」とありま

すが、それに対比するように２段落

目では「計画建築物から発生する事

業系廃棄物は」と言っており、後段

の方はいわゆるテナントなどを含

めて事業系一般廃棄物と産業廃棄

物との両方を指しているのだと思

うのです。そうすると最初の段落の

「横浜市に回収される」のは生活系

一般廃棄物だけを指しているとい

う理解でよろしいでしょうか。そう

であれば、「共同住宅から発生する

生活系一般廃棄物は」としておいた

方が、誤解がないのではないかと思

いました。 

［12/５審査会］ 

方法書 21 ページの語句の誤解

がないようにというのはおっし

ゃるとおりと考えますので、準備

書以降で修正しておきたいと考

えます。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 

5-3-1 

方法書の 155 ページの「6.3 廃

棄物・建設発生土」の調査、予測、

評価の方法のところの表 6.3-1 で

す。これは確認ですが、廃棄物・建

設発生土のいわゆる資料調査のと

ころで、例えば中間処理施設、資源

化施設さらに残土についても、横浜

市における工事間利用、内陸受入地

（残土処分場等）の状況とあるので

すが、調べるのは横浜市内だけでし

ょうか。と言うのは、廃棄物の方は

大体大丈夫だと思うのですが、残土

が横浜市内だけで完結するのかど

うか、つまり、近隣を含めて処理能

力の確認というのをしなくてよろ

しいのかという質問です。 

［12/５審査会］ 

まずは横浜市の中を整理して、

もしそれで横浜市内で受け入れ

が難しそうということであれば、

範囲を広げて確認をしていきた

いと思います。まずは横浜市内で

考えます。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 

5-3-2 

（廃棄物の）中間処理施設や残土

の受入地については、横浜市だけで

十分かもしれませんが、余裕を持っ

て周辺についても資料調査をした

上で、適切な予測評価をしていただ

くことを強く希望します。 

［12/５審査会］ 

承知しました。 

［12/５審査会］ 

説明済 

［12/５審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

5 廃棄物・ 

建設発生土 

5-4-1 

先ほど大気汚染のところで、アス

ベストについては定性的に予測す

るとあったのですが、廃棄物の工事

中についてもアスベストについて

定性的に予測するというのが入っ

てしかるべきではないかと思いま

す。さらに言えば、アスベスト以外

の可能性はないとは思いますが、Ｐ

ＣＢ廃棄物などについても定性的

には予測する必要があるのではな

いかでしょうか。 

つまり、アスベスト等の有害廃棄

物について定性的に予測するとい

うのがなくて良いのか。産業廃棄物

で読めなくもないのですが、大気汚

染で頭出しするのであったら当然

廃棄物にもあるべきだと思いまし

た。 

［12/５審査会］ 

アスベストの記載については、

大気質の方にしか今記載があり

ませんので、廃棄物・建設発生土

の項の方にも文章として記載し

て、準備書の方で大気質と同様の

文章を記載していくことが良い

かと御意見を聞いて考えた次第

です。 

［12/５審査会］ 

補足資料４で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

5-4-2 

方法書は修正という話ではない

のかもしれないのですが、今日の議

事録を以って、残土だけではないの

ですが、「（廃棄物の）中間処理施設、

残土処分場はまず横浜市を調査し

必要に応じて周辺も行う。それから

廃棄物についても、アスベスト等の

有害廃棄物についても定性的でも

良いので予測を行う」ということで

よろしいでしょうか。 

［12/５審査会］ 

ＰＣＢ廃棄物については、今既

存建築物計画地内に存在してい

るのですが、事業者の方で解体に

入る引き渡しを受けるタイミン

グにおいては、現在計画地内で店

舗を営業されている方が、もしＰ

ＣＢ廃棄物をお持ちであれば、各

自責任を持って廃棄していただ

いてから、事業者が引き受ける形

になりますので、基本的にはＰＣ

Ｂ廃棄物が存在しないと考えて

います。ですので、そこについて

は定性的な予測というか、文章で

そのような記載をする形になる

と考えています。 

［12/５審査会］ 

補足資料４で 

説明実施 

［１/23 審査会］ 

 

補足資料７で 

説明済 

［２/17 審査会］ 

5-4-3 

ＰＣＢ廃棄物がもし今伺ったよ

うな状況であれば、それは現状とし

てぜひ準備書に記載をしていただ

きたいと思いますし、アスベストに

ついても準備書には記載をしてい

ただきたいと思います。 

［12/５審査会］ 

承知しました。 

［12/５審査会］ 

6 大気質     

7 水質・底質 7-1-1 

工法も、例えばソイルセメント工

法みたいなものを使うのであれば、

工事中にセメントによる地下水水

質への影響も考えられます。したが

って、地下水位だけではなくて地下

水水質についても多少はその辺は

考える必要があるのではないかと

私は考えます。 

［12/５審査会］ 

― 

補足資料３で 

説明済 

［１/23 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

7 水質・底質 7-1-2 

（補足資料３の説明を踏まえて）

水質については、今日の補足説明で

しっかりと対応するということで

良いかと思います。この補足資料に

書かれたことを、準備書ではしっか

りと本文の中に書いて対応してい

ただきたいと思います。 

［１/23 審査会］ 

― 

補足資料３で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

8 土壌 

8-1-1 

Ｃ南地区にかつて捺染工場があ

ったことによる鉛汚染があったと

いうことで、その内容等を詳細に調

べた上で定性的な評価を行うとい

う結論になっているのですが、Ｃ北

地区のかなり近いところに鉛汚染

の箇所があったわけですので、当然

Ｃ北地区にも同じような汚染が考

えられると思います。 

捺染工場、染色工場の場合は、こ

の金属だけではなくてトリクロロ

エチレンやテトラクロロエチレン

というような有機溶剤を使う場合

もありますので、トリクロロエチレ

ンとかテトラクロロエチレンによ

る汚染も十分考慮に入れる必要が

あります。 

［12/５審査会］ 

今のところ、隣のＣ南地区で土

壌汚染があって、それは対策をと

られた上でもう解除されていま

すので、それらの情報を資料整理

して、今回の計画地でも同様のこ

とがあり得ますといった形で整

理をしようと考えていたのです

が、御意見いただいた内容を持ち

帰らせていただいて、検討させて

いただければと思います。 

［12/５審査会］ 

補足資料５で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

 

8-1-2 

こんなに近くで鉛の汚染があっ

たのであれば、事前調査が必要なの

ではないかという印象を持ってい

ます。簡単な調査でも良いので事前

調査を行って、それで仮に同様に鉛

あるいは有機溶剤等による汚染の

可能性があれば、かなりしっかりと

した評価をしていく必要が出てく

ると思います。 

［12/５審査会］ 

― 

8-2-1 

土壌汚染の指定区域ではなかっ

たとのようですが、鉛の土壌汚染が

あったことは間違いないわけです

ね。 

［１/23 審査会］ 

受け入れ先の基準を満たさな

いような汚染があったというの

は事実です。 

［１/23 審査会］ 

説明済 

［１/23 審査会］ 

8-2-2 

土壌の方も補足資料で大分追加

されてきてはいると思うのですが、

特に重要なのが、準備書段階では調

査は困難だけれども解体工事の着

手の前に事業の実施にあたっては

調査をするということですので、し

っかりと準備書に書いていただき

たい。それから、これは事後調査の

項目として、しっかりと調査すると

いうことでしょうか。 

［１/23 審査会］ 

準備書の段階において、事後調

査として選定するかどうか考え

て、必要であれば、選定して事後

調査を行うことになるかと思い

ます。まだ方法書の段階は、事後

調査として何を行うかまでは詰

めきれていないので、準備書段階

で明らかにすることになるかと

思います。 

［１/23 審査会］ 

説明済 

［１/23 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

9 騒音 9-1-1 

方法書 142 ページの評価項目の

選定で、環境影響要因の工事中にあ

る建築物の解体・建設や地下掘削で

は騒音、振動が選定されていません

が、至近距離に保育園などがあり、

解体時の振動はかなり影響がある

のではないかと思います。その辺に

ついては、建設機械の稼働での予測

に含まれるので選定しないという

ふうに理解すればいいのか、少し補

足していただければと思うのです

がいかがでしょうか。 

［１/23 審査会］ 

委員のおっしゃるとおりです。

建設機械の稼働の方で周辺への

騒音や振動の影響を加味するこ

とになりますので、建築物の解

体・建設の方は選定していません

が、工事に伴う影響は建設機械の

稼働の方で明らかにさせていた

だくつもりです。 

［１/23 審査会］ 

説明済 

［１/23 審査会］ 

10 振動     

11 地盤 

11-1-1 

補足資料２の図 2-1 で、仮に右か

ら左に地下水が流れているとする

と、災害用井戸は上流側になり、下

流側にあたる対象事業実施区域と

大岡川の間には建物がいくつかあ

ると思います。ここで地下水位の低

下が起こる可能性があるわけです。

事業実施に伴う土留壁によって流

動阻害が起きて、上流側は地下水位

が上昇し、下流側が低下するという

可能性です。その低下の程度、ある

いは上流側の上昇の程度によって

は、地盤関連の被害が起こる可能性

があります。地下水位の低下の場合

は地盤沈下が起こる可能性がある

ということで、評価を事前にしてお

くべきなので、この下流側について

しっかり考えていただく必要があ

ると思います。 

［１/23 審査会］ 

― 

補足資料８で 

説明済 

［２/17 審査会］ 

 

11-1-2 

下流側を強調しましたが、上流側

でも、地下水位の上昇の程度によっ

ては構造物が被害を受けたり、ある

いは地震時の液状化が起こりやす

くなるなどの影響もないとは限り

ません。そこも念頭には入れておい

ていただきたいと思います。 

［１/23 審査会］ 

― 

11-2-1 

建物があるとのことなので、そこ

の地下水位の低下による地盤沈下

のおそれがないのかということを

しっかりと検討していただく必要

があると思います。実際、地盤は評

価項目として選定していますよね。 

［１/23 審査会］ 

地盤は評価項目として選定し

ています。 

［１/23 審査会］ 

説明済 

［１/23 審査会］ 



この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱いにご注意願います。 
 

  11  

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

11 地盤 

11-3-1 

補足資料８の４ページに「「地盤

（地盤沈下）」の項目において地盤

の変化に関する予測を行い、定性的

に評価を行います。」とありますが、

地盤沈下に関しては定性的な評価

だけでは十分とは言えません。山留

め掘削を行う場合、建設現場で地下

水位をどの程度低下させるか、それ

によって周辺の地下水位がどの程

度下がり、どれほどの圧密沈下が発

生するかについては、定量的な評価

が不可欠です。また、軟弱地盤が 5

〜20mの深さに分布しているとのこ

とですが、もし構造物の基礎が支持

杭でない場合は、建物自重による圧

密沈下についても事前に定量的な

検討が必要と考えます。 

［２/17 審査会後の送付意見］ 

― 

補足資料９で 

本日説明 

11-4-1 

山留め壁を深く設置し、地下掘削

を深く行う場合、山留め壁内外で地

下水位に大きな差が生じるため、浸

透破壊のリスクも考慮する必要が

あります。「地盤」が評価項目に含

まれているので、こうした点につい

ても評価が行われているか。 

［２/17 審査会後の送付意見］ 

― 

補足資料９で 

本日説明 

12 悪臭     

13 低周波音     

14 電波障害     

15 日影 

15-1-1 

（日影に関する意見書に対する

事業者の見解関して）「定性的に評

価を行う」となっているのですが、

（予測結果は）数値で表現していく

けれども、定性的な評価にとどまる

ということが回答になるのでしょ

うか。 

［２/17 審査会］ 

予測結果自体は図面であった

りとか数値で出るものは数値を

出して、定量的にできる部分があ

るのですが、評価手法の方につき

ましては、騒音であったり大気汚

染であったりとか定量的な環境

保全目標、具体的に「いくつが基

準です」というような数値的に設

定されているものについては、定

量的な評価を行う予定にはなる

のですが、日影などのように具体

的に数値が決まっていないもの

については、定性的な評価を行い

ますというような見解をお示し

したかったです。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

15-1-2 

日影図で示して「この辺りに」と

いうことで位置も示されるもので

しょうか。 

［２/17 審査会］ 

評価については、こちらは商業

地域なので、日影が何時間もかか

ってはいけないというような、特

段そういう具体的なものはない

とは思っているのですが、予測結

果としては日影図をしっかりお

出しして、具体的にどの辺りに日

影が落ちるというのをお示しし

ます。 

［２/17 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

15 日影 

15-1-3 

そうであれば、定性的とおっしゃ

っていますが、きちんと何時間どう

いう状態になっているということ

が分かれば定量的と言っても良い

のではないかと思いました。 

［２/17 審査会］ 

― 

説明済 

［２/17 審査会］ 

15-2-1 

説明の仕方については、誤解のな

いように丁寧にお願いしたいとい

う、そういう趣旨の御指摘もござい

ましたので、今後の参考にしていた

だければと思います。 

［２/17 審査会］ 

― 

説明済 

［２/17 審査会］ 

16 風環境 

16-1-1 

（強風の発生に関する意見書に

対する事業者の見解で）「風洞実験

を行って、可能な限り低減していく

ように努めます」との回答になって

いるのですが、今大体の形が決まっ

ている状態で、例えば高さや低層部

のボリュームは、基本的には変動が

ないのではないか。この「可能な限

りの低減」というのは、どのぐらい

のことを指しているのかを確認さ

せてください。 

［２/17 審査会］ 

現在の計画もそうですが、今考

えうる一番大きいような形で試

しに風洞実験を行う予定でいま

す。 

「可能な限り」という部分につ

きましては、例えば、低層部であ

れば高さを多少抑えてみるとい

うようなことも考えうるかと思

っています。あとは植栽で、具体

的に３ｍぐらいの樹木を植えれ

ば解消できるのか、もっと高いも

のでないと無理なのか、そういっ

たものは実験で確認をして、可能

な限り低減していくというよう

な形で考えています。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

16-1-2 

低層部の高さが変わるというこ

とも一応考慮されている、その範囲

の中に入っているということでよ

ろしいのですか。 

［２/17 審査会］ 

（低層部の高さを）下げないと

影響が大きくてどうしようもな

いということであれば、そういっ

たことも考える必要があるかと

考えております。 

［２/17 審査会］ 

17 安全 

17-1-1 

方法書 171 ページに「対象事業実

施区域内の浸水対策とその効果を

定性的に予測する」と書かれていま

す。今回の開発事業エリアにつなが

る地下への進入路や換気口は、全て

この区域内にあると考えて良いで

すか。例えば、地下鉄と地下でつな

がっていると思うのですが、その地

下鉄出入口の対策の有無なども影

響すると考えており、この区域内で

全てが完結するのかどうかについ

て教えてください。 

［12/５審査会］ 

今現在、地下鉄の換気口（換気

塔）は鎌倉街道歩道部にあります

が、今回、本事業の実施により敷

地内に換気塔を移設する予定で

す。それ以外の地下に通ずる動

線、空地等は、計画敷地内から道

路の地下部分に接続する新たな

歩行者動線を創出する予定とし

ております。 

［12/５審査会］ 

補足資料６で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

17-1-2 

この区域内の効果をきちんと予

測しさえすれば、他との接続はない

ということでよろしいですね。 

［12/５審査会］ 

― 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 安全 17-2-1 

浸水の対策に関して、地下にピッ

トを設けるということが書かれて

いますが、リスクが高いのは川側で

す。駐車場の入口が川側にあったと

きに内水氾濫の流入リスクもあっ

て、ここでのピットのサイズは、定

量的に考慮した方が良いのではな

いかと思ったのですが、浸水の調査

が定性的になっているので心配に

思いました。こういった駐車場空間

への浸水リスクは、定量的にも行っ

た方が良いのではないのかと思い

ました。 

［12/５審査会］ 

ピットのサイズについては、こ

れからリスクも考えながら検討

していくことになりますので、ど

こまでの記載ができるか分から

ないのですが、可能な限り準備書

作成の段階において設計なり検

討なりが進んでいるところまで

は記載をしていきたいと考えて

います。 

［12/５審査会］ 

補足資料６で 

説明済 

［１/23 審査会］ 

18 地域交通 

18-1-1 

工事を行うときの工事用車両が

待機するスペースが、敷地内に確保

されていますでしょうか。 

［２/17 審査会］ 

基本的に周辺の道路の交通を

阻害しないように、敷地内にしっ

かり工事車両の停車位置を取っ

ていくですとか、そのあたりはし

っかり検討して進めていきたい

と思っております。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

18-1-2 

周辺で路上待機を行わないよう

に、教育指導を徹底しますというこ

とは方法書に書いていますが、それ

だけではドライバーに（責任を）押

し付けてしまうようなことになり

ますので、あわせて、待機スペース

を確保するということもぜひ準備

書段階では記載いただきたいと思

います。 

［２/17 審査会］ 

― 

18-2-1 

（自動車交通量調査の）地点５と

６は、旧鎌倉街道（市道上大岡第345

号線）の地点ですが、こちらは信号

のない交差点かと思います。そこで

の予測評価の方法は交差点需要率

の計算ができないと思いますが、ど

のような予測方法を考えています

か。 

［２/17 審査会］ 

無信号交差点の交通容量の計

算を準備書の中で行う予定でい

ます。なので、無信号交差点を歩

く歩行者とのギャップであった

りとか、そういったところを設定

して準備書の中で予測評価を行

う予定でいます。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

18-2-2 

無信号交差点の件は、駅の近くで

非常に歩行者の量も多いところと

思いますので、そうした歩行者の影

響、歩行者がいる間は車は止まらな

ければいけませんので、そうしたと

ころも含めた形での評価方法を検

討していただきたいです。 

［２/17 審査会］ 

― 

説明済 

［２/17 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

18 地域交通 

18-3-1 

（方法書では）関連車両の駐車場

は附置義務駐車場台数 206 台以上

となる 293 台を確保する計画と書

かれていますが、駐車場が多いとそ

れだけ、車で来る人も増えるという

関係もあります。ここは駅前で非常

に鉄道、バスも便利なところですの

で、必要以上に駐車場を作りすぎな

いように、周辺にも既に駐車場がた

くさんあると思いますので、そうし

たところと連携して過度な駐車場

台数あるいは過度な自動車依存に

ならないような、計画を考えていた

だきたいと思います。 

［２/17 審査会］ 

おっしゃる通り、周辺の駐車場

運営会社からも、意外と稼働率が

低いということを伺っておりま

すので、そのあたり適切な台数を

見極めた上で、最終的な駐車場台

数の設定をしていきたいと考え

てございます。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

18-4-1 

準備書段階で明らかにしていた

だく、できるだけ記述をしていただ

くということでお願いします。 

［２/17 審査会］ 

― 

説明済 

［２/17 審査会］ 

18-5-1 

旧鎌倉街道（市道上大岡第 345 号

線）は確かに道も狭くて１車線の一

方通行というところで、そこで車が

増えると渋滞しやすいと思います。 

需要率による交差点での評価だ

けではなく、例えば所要時間、旅行

時間、実際にそこを通過するのに現

状かかっている時間が、車が増える

ことにより、どの程度増加するのか

といった評価も検討してもらえる

と良いと思います。 

具体的には、旧鎌倉街道の南側の

入口、地点４からずっと北へ向かっ

て旧鎌倉街道を抜ける地点１まで

の区間の所要時間などを調べてい

ただくと、ここは１本道で比較的調

査もしやすいと思いますので、そう

いったところを評価の一つの対象

として検討していただきたいと思

います。 

［２/17 審査会］ 

予測評価に対してアドバイス

いただいたという形になるかと

思います。持ち帰らせていただい

て、検討して、準備書の方で分か

りやすく住民の方々の御懸念を

解消できるような形を考えてい

きたいと思います。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

     

19 景観     

20 触れ合い

活動の場 
 

   

21 文化財等     

 

 

 

 

 

 

 



この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱いにご注意願います。 
 

  15  

■その他 

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

その他 

他-1-1 

（方法書に対する）意見書の内容

では、懸念されていることがすごく

多いという印象がある。（事業者の

見解として）準備書で提示していき

ますと回答にあり、これまでの審査

会の中でもそのような御説明でし

たので、（意見書で指摘のあった周

辺建物の）縮尺を間違えるといった

ようなことがあると不信感につな

がると思うので、十分注意していた

だきたい。 

［２/17 審査会］ 

― 

説明済 

［２/17 審査会］ 

他-2-1 

（意見書に対する事業者の見解

で）他の街区と接続するというとこ

ろで「管理組合等にどんな手続きで

了承を得たのか」というふうに書か

れています。事業者の見解では管理

組合の話が出てこなくて、管理会社

に説明したというように書いてあ

るのですが、「管理会社に説明した」

では不十分で、本来、管理組合がか

なり影響することですので、管理組

合ときちんと意思を疎通していな

いといけないと思うのです。 

実際には（管理組合に説明を）行

っているのではないかとは思うの

ですが、この回答だとそれが見えな

いというように思っていて、そこを

懸念しています。 

［２/17 審査会］ 

単に管理会社ということではな

くて、管理会社を通じて管理組合

の方にも適宜報告を行っていただ

いていると聞いておりますので、

御指摘のとおり丁寧に進めていき

たいと考えてございます。 

［２/17 審査会］ 

説明済 

［２/17 審査会］ 

他-2-2 

全体に、個人として周りにお住ま

いの、特に隣接街区にお住まいの

方々のからの懸念が大きいように

見受けるのですが、基本的にそうい

った方々の集合体である管理組合

に対してしっかり了解を得ている

ということは結構重要なことで

す。（説明を）行っていると思われ

ますので、それが出るように見解に

示していただくとか、あるいは現場

での説明をしていただくとかそう

いったことを徹底していただきた

いです。 

審査会に対しても（説明を）行っ

ているのであれば説明していただ

きたいと思っております。そういう

要望ということでお伝えしたいと

思います。 

［２/17 審査会］ 

― 

他-2-3 

管理会社任せではなくて、なるべ

くその（管理）組合に直接アクセス

といいますか、その辺りを丁寧にや

ることが大事だと思います。 

［２/17 審査会］ 

― 

 


